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薬局実務実習における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

現在、令和２年度第Ⅰ期の薬学実務実習が始まっているところでありますが、

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、大学の休校や、それに付

随して薬学実務実習の一時休止などが散見されつつある状況です。 

一方、３月２日には、薬学教育協議会から全国の薬科大学長および薬学部長に

対して、各薬科大学、薬学部においても単位認定や修了認定のことも考慮の上、

実習に係る判断をされるよう、下記の通知が発出されました。 

こうした中、各受入薬局においては、感染症対策に十分配慮して実務実習の受

入を行っていただいていることと存じますが、反面、感染対策用品等を備えた十

分な対策を講じた上での業務継続体制が整えられないとする懸念も生じており

ます。実務実習の継続の判断は、大学が行うものではありますが、申すまでもな

く実習施設の環境は様々です。地域における薬局の職責上の業務継続と、その現

場で薬学生が実習を継続することの危険性については区別して考え、大学にお

ける判断にあたっては、各受入薬局の実情を踏まえて行われる必要があり、その

ためには各受入施設と学生の所属大学との連携が重要であります。 

つきましては、薬局の状況を大学と十分に共有し、そのうえで実習の継続につ

いて判断されるよう促していただきたく、貴会傘下受入薬局への周知をお願い

申し上げます。 

また併せて、都道府県薬剤師会におかれては、本件に関して地区調整機構との

情報共有、連携にも努めていただきますようお願い申し上げます。 

日々変化する状況に係る迅速な判断が必要となりますので、至急、受入薬局を

はじめとする貴会実務実習関係者へご周知下さいますよう、ご高配の程お願い

申し上げます。 

 

記 

 

・薬学教育協議会から全国薬科大学長・薬学部長への通知 

（令和 2年 3月 2日．薬教協発第 19069 号）  

以上 








